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茨城県神栖市

記 入 例

甲野　　　太郎

コウノ　　　　タロウ コウノ　　　　ハナコ

甲野　　　花子

昭和４５　　　５　　 １０ 昭和４８　　　４　　 ２０

〇〇県〇〇市富士見４丁目

〇〇県〇〇市富士見４丁目２

甲野　太郎

甲野　一郎

良子 長

乙川　和夫

恵子 長

✔

✔ ✔

２番１号

〇〇県〇〇市朝日町１丁目

２番３号

朝日アパート１０１

〇〇県〇〇市大字柳町１２５ 乙川　花子

甲野　健一夫婦の間に未成年（１８歳未満）
の子がいる場合は、親権を行う
方の欄に子の氏名を記入してく
ださい

✔ ✔

協議離婚の場合は、未成年の子の親権者の定めについて、
内容を確認し✔してください

令和　〇　　　〇  令和　〇　　　〇  

〇〇県〇〇市富士見４丁目２ １

✔

甲野　　太郎 甲野　　花子

山川　　菊夫 丙山　　良雄

昭和２５　　　５　　  ５ 昭和３０　　　６　　 １０

〇〇県〇〇市諏訪３丁目

１５番地

〇〇県〇〇市清水町１０５４

〇〇県〇〇市中山１２３番地

〇〇県〇〇群〇〇町中川

２丁目５

面会交流・養育費の分担につい
て該当する項目に✔してくださ
い

✔

✔

✔

離婚届と同時に住所を移す場合
は新住所を書いてください

婚姻中の本籍を書いてください

実父母の氏名を書いてください

婚姻のとき氏が変わった人は、次の中から選んで書いてください 
（空欄での届出はできません） 

(1)婚姻前の氏を名のり、婚姻前の戸籍にもどる 
(2)婚姻前の氏を名のり、自分で新しい戸籍を作る 
(3)婚姻中の氏を名のり、自分の新しい戸籍を作る 
(3)の場合は、何も記入せず「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。 

※離婚届出時に「婚姻中の氏」を名のるか決めていない場合は、婚姻前の氏に戻ります。(1)又は(2)を
選択してください。後日「婚姻中の氏」を名のると決めたときは、「離婚の際に称していた氏を称する届」
を提出する必要があります。届出期間は離婚の日から３か月以内です。

国勢調査の年のみ記入してくだ
さい

甲
野

甲
野

（協議離婚のとき） 
婚姻中の氏名で必ず本人が自署
してください 
（裁判離婚の場合） 
申立人または訴提起者が署名
し、配偶者の署名は不要です

協議離婚の場合は、離婚の事実
を知っている成年者（１８歳以
上）の署名が必要です

家庭裁判所で親権者指定の申立
てをしている場合、子の氏名を
記入してください

連絡先　夫電話　090－○○○○－○○○○ 

　　　　妻電話　080－□□□□－□□□□

昼間連絡のとれる電話番号を
必ず記入してください


